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１養介護施設従事者等による高齢者虐待対応に向けた連携・協働体制の整備 

 

高齢者虐待防止法第２４条では、「市町村が第２１条第１項から第３項までの規定による 

通報若しくは同条第４項の規定による届出を受け、又は都道府県が第２２条第１項の規定に 

よる報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業

の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従

事者等による高齢者虐待の防止及び高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の

規定による権限を適切に行使するものとする。」と規定しています。 

 そのため、養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応においては、自治体内の高齢者 

虐待対応担当部署と老人福祉法各担当部署、介護保険法各担当部署等が連携・協働して対応 

する必要があります。 

 また、通報や届出、相談（以下、「通報等」という。）があった当該養介護施設等の指定権限

が都道府県にある場合、市町村は、高齢者虐待防止法第２２条第１項に基づき報告を行い、 

指定権限を有する都道府県と連携・協働して対応することが不可欠です。 

 

１）庁内関係部署との連携・協働 

 市町村における高齢者虐待対応においては、通報等が他部署に寄せられた場合、その 

内容を担当部署へ高齢者虐待防止法第２１条に基づく通報として連絡し、必要な情報の 

提供及び高齢者の安全確認や養介護施設等への対応など、虐待対応の全プロセスにおい 

て庁内関係部署との連携が不可欠です。特に、養介護施設従事者等による高齢者虐待 

対応担当部署が養介護施設等の指導監査業務を担当していない場合は、指導監査担当 

部署と連携・協働して対応する必要があります。 

 

  養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応においては、高齢者の安全確保ととも 

 に当該養介護施設等における虐待の解消、虐待の事実確認、行政処分等の検討、再発防止 

 を図るための運営改善に向けた支援・指導等を行うことが求められます。これらの対応 

については、関係部署間における適切な役割分担や、迅速な対応を可能とするための 

事前協議を行い、フロー図で整理しておくことが有効です。 
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２）都道府県との連携・協働 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応においては、老人福祉法や介護保険法 

に規定される養介護施設等に対する指定権限に応じて、市町村と都道府県の連携・協働 

が重要です。 

都道府県が当該養介護施設等に実施した指導監査結果や苦情等情報の提供、事実確認 

 の実施や高齢者の保護、虐待の有無の判断、指導内容や改善計画内容の検討など、虐待 

対応の一連の場面で市町村と都道府県が役割分担を行い、協働で実施する必要があります。 

そのため、通報等が寄せられた際には迅速に対応できる連携・協働体制を整備して 

おくことが必要となります。 
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２養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応 

 

養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報等が寄せられた場合の基本的な対応 

の流れとしては、主に「市町村が指定権限を有する地域密着型サービス事業所の場合」 

（政令指定都市または中核市の場合も同様）と「都道府県が指定権限を有する養介護施設 

等の場合」、「有料老人ホーム（未届施設を含む。以下「有料老人ホーム」という。）の 

場合」があります。 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待対応では、虐待を受けたと思われる高齢者の安全 

を確保して生活環境の安定を図るとともに、老人福祉法または介護保険法に基づいて、 

当該施設に対し、立入検査等の権限を適切に行使し、事実確認を行った結果、高齢者虐待が 

有ると判断した場合は、老人福祉法に基づく高齢者の保護の実施、改善命令・事業の停止命令 

（有料老人ホームに限る）、介護保険法に規定する人格尊重義務違反に該当するものとした 

場合における指定取消または指定の効力の一部停止処分、改善指導等の行政上の措置を行う 

ことにより、虐待の解消及び再発防止を図ります。 

 また、例えば、市（指定都市または中核市を除く。以下２において同じ。）町村が指定権者 

である施設等における虐待対応については、市町村から都道府県に情報提供し、都道府県 

から市町村に必要な助言を行うなど、日頃より十分な連携を図ることが重要です。併せて、 

都道府県から市町村への支援も状況に応じて必要となります。 

 なお、通報等を受けた際には、高齢者の権利が侵害されている状況をいち早く発見し、 

事態が深刻にならないうちに早期に対応するとともに、虐待が発生した養介護施設等に対 

して、高齢者が安心してサービスを受けられる運営に向けた改善を図るための支援を提供 

することが高齢者虐待担当部署及び老人福祉法・介護保険法各担当部署に求められます。 

 具体的な対応は、次ページの流れを参考に、市において検討・実施することになります。 

 


